
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青色専従者給与の適正額は？ 

Tasaka tax accountant office 

いつもお世話になっております。 

風薫る五月になりました。 

爽やかな風に身も心もリフレッシュできる季節ですね。 

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 
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事業所得、不動産所得等の計算に当たり、必要

経費に算入される青色専従者給与の額は、親族

以外の第三者に同じ仕事をしてもらう場合に支

払ってもよいと考えられる金額を想定して決め

ると良いかもしれません。 

 

◆青色専従者給与の経費算入 

 生計一の配偶者や親族が事業から支払を受け

る対価は、原則として必要経費に算入されませ

ん。しかし、青色申告を行う個人事業者には適

切な帳簿記帳を行う見返りとして、事業に従事

する生計一の配偶者や親族に支払う給与を一定

の条件のもと、必要経費に算入する特例が認め

られています。 

 ただし、生計を一にする配偶者や親族に支払

う給与は、家計からの資金流出を実質的に防ぎ、

さらに必要経費に算入して税負担を圧縮するこ

とが可能となるため、この制度の利用には制限

が付されています。 

 

◆青色専従者給与の認定要件 

 青色専従者給与として経費に算入できる要件

は、以下のものです。 

(1) 事業者と生計を一にする配偶者その他の親

族に支払われるものであること（支払を受け

る側は、給与所得として課税）。 

(2) (2)12月末現在で 15歳以上であること。 

(3)その年を通じて６月超（一定の場合は従事可

能期間の２分の１超）、その事業に専ら従事す

ること。 

(4)「青色事業専従者給与に関する届出書」を算

入しようとする年の 3 月 15 日までに所轄税務

署長に提出すること。 

(5)労務の対価として相当であると認められる

金額であること。 

 

◆課税上の扱い 

 課税上は、同じ職場の使用人給与の額や類似

業種の専従者給与の額と比較して適正な水準

かが問われます。判例には税理士の妻や歯科医

の妻（歯科衛生士）に支払われた給与について、

同業者の青色専従者給与の平均額と比較し、高

額と認められた部分の経費算入を認めなかっ

たものがあります。 

 アパート経営においても不動産会社と管理

契約を締結している場合、オーナーの業務はほ

とんど発生しないため、配偶者や親族を青色専

従者にするときは業務内容から給与設定する

慎重さが必要となるでしょう。 

 なお、事業としては認められない程度の事業

規模の場合や、配偶者や親族が他の仕事にも従

事して年に６月超、事業に従事できない場合に

は、青色専従者給与そのものが認められなくな

るので注意しましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供のない夫婦が将来起きる相続を考えると

き、誰に自分の財産を託したいか、遺言書で自らの

意思をはっきり残しておくことが大切です。 

 

◆相続人の範囲 

 遺言書がなく、遺産分割協議もできない場合、財

産は、相続人に法定相続分で引き継がれます。被相

続人の配偶者は常に相続人となりますが、被相続

人の外に血族がいるときは、被相続人の子供（第１

順位）、被相続人の父母など直系尊属（第２順位）、

被相続人の兄弟姉妹（第３順位）の順で、それぞれ

が配偶者とともに相続人となります。 

 

◆甥、姪への予期せぬ相続 

 被相続人に子がなく、両親も他界、兄弟姉妹も既

に死亡しているときは、兄弟姉妹の子（被相続人に

とっては、自身の甥、姪）が代襲相続人として相続

することになります。兄弟姉妹との間で、生前、仲

たがいしていた場合、甥、姪にとって思いもかけな

い財産が舞い降り、お互い想定していなかった財

産移転が起きることもあります。 

 

◆遺言書で財産の引継ぎ先を指定する 

 このような意図しない相続が行われないように

するためには、遺言書を作成しておくことで、財産

を引き継がせたい人に渡すことができます。兄弟

姉妹がいる場合でも、遺言書があれば配偶者に

100％財産を渡すことができます。遺留分は兄弟姉

妹にはありません。ただし、夫婦のどちらが先に亡

くなるかは分からないため、夫婦それぞれで自分

の財産を相手に渡す遺言書を作成しておく必要が

あります。 

◆自分の人生の総括を 

 配偶者の外に財産を移転させたい場合には、公

益団体等に寄附して社会貢献する遺贈寄附という

方法もあります。遺言書を利用して自分の人生を

総括し、自身の財産を承継してほしい人や団体に

財産を移転することは、意義があるかもしれませ

ん。 

 遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言の２

つの方法があります。前者は公証人役場で公証人

が立ち会って遺言書を作成してもらう方法。後者

は自書で遺言書を作成する方法。令和２年７月か

ら自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうこと

も可能になりました。瑕疵のない遺言書を確実に

作成したい場合は公正証書遺言とし、自身の意思

を伝えることが主な目的であれば、自筆証書遺言

で良いかもしれません。自身に合った方法を選択

してはいかがでしょうか。 

 

 

～人生の役に立たない雑学 vol.109～ 
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居眠りしていてビクッ 

となる現象のことを 

「ジャーキング」という 


